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農林水産政策の主要課題 

 

 

西村 尚敏 

（農林水産委員会調査室） 

 

 

 

《要旨》 

日本の農林水産業は、人口減少に伴う国内市場の縮小や、農林漁業者の減少・高齢化

の進行など厳しい状況に置かれている。 

令和２年に改訂された「食料・農業・農村基本計画」、「農林水産業・地域の活力創造

プラン」等において、農林水産業をめぐる課題が提示され、それを解決するための政策

の方向性等が示されている。 

農林水産業をめぐる当面の主な課題として、農林水産物・食品の輸出促進、米の需給

調整、企業の農業参入、農協改革、畜産の振興、適切な森林管理の推進等が挙げられる。 

 

 

１．はじめに 

日本の農林水産業は、食品産業と相まって国民に食料を安定供給するとともに、地域の

経済や社会を支え、また生産活動を通じて国土を保全するなどの役割を果たしている。 

一方、我が国の農林水産業は、人口減少に伴う国内市場の縮小や、農林漁業者の減少・

高齢化の進行1など厳しい状況に置かれており、生産能力の低下が懸念されている。また、

令和２年に発生した新型コロナウイルスの感染拡大は、食料の安定供給に対する不安を想

起させるとともに、需給環境の急変動を通じて農林水産業者に多大な影響を与えた。 

２年３月、農業政策の基本指針である、第５次「食料・農業・農村基本計画」（以下４．

まで「基本計画」という。）が閣議決定された2。基本計画は、その基本的な方針として、産

業政策と地域政策を引き続き車の両輪として推進し、将来にわたって国民生活に不可欠な

 
＊ 本稿は、令和３年２月３日現在の情報に基づくものであり、参照ＵＲＬの確認も同日に行っている。 
1 農業就業人口は、ピーク時（昭和 35 年）の 1,454 万人から平成 31 年の 168 万人へと９割近く減少している。

農業の主要な担い手である基幹的農業従事者のうち 65 歳以上が占める割合は、平成２年の約３割から令和

２年の約７割へと大幅に拡大し、また、平均年齢が 67.8 歳となるなど、担い手の高齢化が進行している。 
2 基本計画は、「食料・農業・農村基本法」（平成 11 年法律第 106 号）に基づき、中長期的に取り組むべき農政

の基本方針や政府が今後 10 年程度を見通して取り組むべき事項を示すものである。示される目標達成期間

は 10 年程度であるが、食料・農業・農村をめぐる情勢の変化を勘案し、施策の効果に関する評価を踏まえ、

おおむね５年ごとに見直すこととされている。第５次基本計画の内容については、佐野良晃「食料・農業・

農村基本計画と国会論議－新たな食料自給率目標の創設と食料自給力指標の改良－」『立法と調査』第 425 号

（令 2.7.8）を参照のこと。 
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食料を安定的に供給し、食料自給率の向上と食料安全保障の確立を図ることを課題として

掲げた。 

また、12 月、農林水産業・地域の活力創造本部（本部長：内閣総理大臣）において、農

林水産政策改革のグランドデザインである「農林水産業・地域の活力創造プラン」（以下「創

造プラン」という。）が改訂された。同改訂においては、輸出拡大実行戦略（後述）を創造

プランに位置付け、更なる輸出拡大に向けた施策の充実を図るとともに、ポストコロナに

向けた農林水産政策の強化について必要な検討を進めていくこととされた。 

本稿においては、基本計画や創造プラン等において示された課題や政策の展開方向を踏

まえつつ、法制的措置や基本的な方針を中心に農林水産政策の主要な課題を取り上げる。 

 

２．農林水産物・食品の輸出促進 

国内の食市場が縮小する一方で、世界の食市場は今後大幅に拡大することが見込まれて

いる。こうした中で、農林漁業者の所得向上を図るためには、農林水産物・食品の輸出の

促進が重要とされる。 

菅内閣は、農林水産分野において、農林水産物・食品の輸出促進に重点的に取り組む方

針を示している。菅総理は、第 204 回国会の施政方針演説において、「我が国の農産品はア

ジアを中心に諸外国で大変人気があり、我が国の農業には大きな可能性があります。（中略）

2025 年２兆円、2030 年５兆円の目標3を達成するため、（中略）27 の重点品目を選定し、国

別に目標金額を定めて、産地を支援いたします。農業に対する資金供給の仕組みも変えて」

いくと、輸出拡大への意欲を示した4。 

 

（１）日英ＥＰＡの発効・ＲＣＥＰ協定の署名 

令和２年９月 11 日、日英包括的経済連携協定（日英ＥＰＡ）の大筋合意が確認され、10

月 23 日に署名された。同協定は、３年１月１日に発効している。 

農林水産関係の主な合意内容は、日本市場へのアクセスについて、日ＥＵ・ＥＰＡの範

囲内5とされた。また、英国側の関税については、牛肉、茶、水産物など日本の主要な輸出

関心品目について、関税撤廃を獲得した日ＥＵ・ＥＰＡの内容を維持した。 

日英ＥＰＡが日本の農林水産業に与える影響について野上農林水産大臣は、日本側の農

林水産品については、日ＥＵ・ＥＰＡの範囲内となっていることから、我が国の農林水産

業への追加的な影響はないものと考える、我が国からの輸出については、主要な輸出関心

品目の関税の撤廃や地理的表示の保護などの日ＥＵ・ＥＰＡの内容を維持しており、英国

市場に向けた我が国農林水産物の輸出促進に強力に取り組んでいく旨の見解を示した6。 

また、２年 11 月 15 日、東アジア地域包括的経済連携（ＲＣＥＰ：Regional Comprehen

 
3 基本計画において 2030 年５兆円の目標が設定され、令和２年７月に閣議決定された「経済財政運営と改革の

基本方針 2020」において５兆円目標と合わせて 2025 年に２兆円の目標が明記された。 
4 第 204 回国会参議院本会議録第１号（令 3.1.18） 
5 日ＥＵ・ＥＰＡで関税割当枠が設定されている 25 品目について、新たな英国枠は設けない（ソフト系チーズ

や一部の調製品について、日ＥＵ・ＥＰＡで設定された関税割当の未利用分が生じた場合に限り、当該未利

用分の範囲内で、事後的に日ＥＵ・ＥＰＡの関税割当と同じ税率を適用する仕組みを設ける。）等 
6 第 203 回国会衆議院本会議録第５号２頁（令 2.11.12） 
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sive Economic Partnership）交渉が合意に至り、署名された7。 

農林水産品の合意の概要は、日本側の関税について、①重要５品目8について、関税削減・

撤廃から全て除外、②農林水産品の関税撤廃率は、ＴＰＰ、日ＥＵ・ＥＰＡ（各 82％）よ

りも大幅に低い水準に抑制9された。また、①各国の関税について、中国からほたて貝など

の輸出関心品目の関税撤廃を獲得するなどの成果を得るとともに、②ルール分野において、

税関手続や衛生植物検疫（ＳＰＳ）措置、知的財産等に関し、農林水産物・食品の輸出促

進に資する環境を整備したとしている。 

ＲＣＥＰ協定の署名を受けて政府は、「国内農林水産業への特段の影響はない」との見解

を示している10。また、野上農林水産大臣は、世界の人口の約３割に相当する大きな市場へ

の農林水産品の輸出促進に資する環境が整備されたものと考えているとの見解を示した11。 

12 月８日、政府のＴＰＰ等総合対策本部は、今後発効が見込まれるＲＣＥＰ協定及び元

年 12 月５日の大綱改訂後に生じた新型コロナウイルス感染症危機への対応の視点を加え、

「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」を改訂したが、農林水産関係の内容は、農林水産物の

輸出拡大に関する事項が中心となった。 

このように、経済連携協定を足掛かりとして、農林水産物・食品の輸出を促進していく

方向が示されている。 

 

（２）農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略 

政府は、令和元年に農林水産物・食品の輸出額１兆円を達成する目標を掲げてきたが、

同年の輸出額は 9,121 億円となり、同目標は達成できなかったものの、７年連続で過去最

高を更新した12。 

政府は、２年４月に輸出促進を担う司令塔として「農林水産物・食品輸出本部」（本部長：

農林水産大臣）を農林水産省に創設した（「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」

（令和元年法律第 57 号）に基づく措置）。また、輸出額について、７年までに２兆円、12

年までに５兆円とすることを目標に掲げた。 

菅総理は、10 月１日の「農林水産物・食品の輸出拡大のための輸入国規制への対応等に

関する関係閣僚会議」において、目標を達成し、輸出立国を達成するための具体的戦略を

年末までに策定するよう、野上農林水産大臣に指示を行った。これを受けて 11 月 30 日、

「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略～マーケットイン輸出への転換のために～」（以下

「実行戦略」という。）が取りまとめられた（図表１）。 

実行戦略では、マーケットインの輸出を実現するため、牛肉や米など日本産に強みがあ

 
7 ＲＣＥＰ交渉は、平成 24 年 11 月に、東南アジア諸国連合（ASEAN）10 か国と日本・中国・韓国・豪州・ニュー

ジーランド・インドの６か国が参加してその立ち上げが宣言され、翌 25 年５月に交渉が始まった。交渉の過

程でインドが離脱したが、その他の 15 か国で署名された。 
8 米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作物 
9 日本側の関税撤廃率について、ASEAN・豪州・ニュージーランドは 61％、中国は 56％、韓国は 49％とされる。 
10 『農業協同組合新聞』（令 2.11.16）<https://www.jacom.or.jp/nousei/news/2020/11/201116-47755.php> 
11 野上農林水産大臣記者会見概要（令和２年 11 月 17 日） 
12 令和２年は、9,223 億円（前年比 1.1％増）となり、８年連続で過去最高を更新したと報じられている。（時

事通信ウェブサイト（令 3.2.2 配信）<https://www.jiji.com/jc/article?k=2021020200901&g=eco>） 
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り輸出拡大の余地が大きい 27 品目を輸出重点品目として選定し品目別に具体的な輸出目

標を設定するとともに、海外ニーズに対応した輸出産地を２年度中にリスト化することと

図表１ 農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略の概要 

（出所）農林水産省「農林水産政策の新たな展開方向」（令和２年 12 月 15 日） 

※１ 農林中金（その子会社を含む）が一般の事業会社に出資する場合、議決権の保有比率を原則10％までとする制限がある。また、一定の場合には、10％超の議決権を取得することは

□□例外として認められているが、 保有期間に上限（10年等）がある。なお、現状のアグリ社は農林中央金庫の子会社とはなっていない。

※２ 投資事業有限責任組合が行う海外投資については、外国法人に対する投資額は全体の50％未満までとする制限がある。

図表２ 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法等の改正 

 （出所）農林水産省「農林水産政策の新たな展開方向」（令和２年 12 月 15 日）
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し、その育成、展開、目標達成に向けた対応等を明確化した。 

また、実行戦略は、「農林中央金庫等が中心となった、リスクを取って輸出に取り組む事

業者へのリスクマネーの供給を後押しするため、可能な限り速やかに「農業法人に対する

投資の円滑化に関する特別措置法」（平成 14 年法律第 52 号）の改正法案を国会に提出す

る。」としている（図表２）。同法案は第 204 回国会に提出が予定されている。 

なお、農林水産省は、３年度の組織改正において、省内の輸出関連施策を中心に直接実

行し、省横断的に強力に指揮・指導するとともに、対外関係や国際協力等の業務について

の全体的な調整を一元的に実施する「輸出・国際局（仮称）」を設置するとしている。 

輸出促進に向けた体制整備等が進んできているが、掲げられている目標は高い水準と

なっている。その実現に向けた取組が重要となる。その際、輸出の促進が農林漁業者の所

得の向上にどのように寄与するかを示していくことも必要であろう。 

 

３．米政策 

米は国民の主食として極めて重要な作物であるが、主食用米の需要は人口減少や高齢化

の進展、食生活の変化等により一貫して減少している。近年は年間約 10 万トンずつ減少し

ているが、直近の令和元年７月から２年６月においては１年間で約 20 万トン減少した。 

このような主食用米の需要が減少している状況を受けて、主食用米から飼料用米、大豆、

麦等の戦略作物への作付けの転換が進められている。 

政府は、平成 30 年より、国が策定する需給見通し等を踏まえつつ需要に応じた生産が行

われる状況になるよう、行政・生産者団体・現場が一体となって取り組んでいくこと13とし、

行政による生産数量目標の配分を取りやめた。 

令和２年においては、６月末時点で民間在庫量 200 万トンと、米の安定供給を確保でき

るとされる水準である 180 万トンを大きく超え、平成 28 年の 204 万トン以来４年ぶりに

200 万トンの水準に達していた。 

令和２年産主食用米等の生産量（723 万トン）14と２年７月から３年６月の主食用米

等需要量の見通し（711～716 万トン）を勘案すると、３年６月末の民間在庫量は 207～212 万

トンと試算され、４年６月末の民間在庫量を２年６月末の水準（200 万トン）とするには

３年産の適正生産量を 693 万トンまで減少させて考える必要があるとされた15。 

こうした状況を踏まえ、農林水産省は過去最大規模となる 6.7 万ヘクタール（２年産の

作付面積比で５％に相当。平年作ベースの生産量に換算すると 36 万トン）の作付転換を促

している。 

 
13 具体的には、全国農業再生推進機構が、実需者と産地とのマッチング支援や関係先との情報共有を通じて、

需要に応じた生産の取組等を推進し、都道府県・市町村段階の農業再生協議会が、国からの情報や自らの販

売可能数量等を踏まえ、水田フル活用ビジョンを策定し、地域で作付けを推進する作物の種類や生産量を決

定し、生産者に情報を提供している。農業者は、提供された情報やビジョンを踏まえ、自らの経営戦略に基

づき、翌年の各作物の営農計画を決定している。 
14 主食用米の作付面積は 136.6 万ヘクタール、米の作況指数は 99 であった。 
15 これらの数値は、令和２年 11 月５日に持ち回りで開催された食料・農業・農村政策審議会食糧部会で決定

（変更)された「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」で示された。変更される前は、９月 15 日現

在の米の作況指数 101 を基にして２年産の生産量を 735 万トンと見込み、３年産の適正生産量は 679 万トン

とされていた。 
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これを後押しするため、２年度第３次補正予算（「新市場開拓に向けた水田リノベーショ

ン事業」等）と３年度当初予算（「水田活用の直接支払交付金」等）で 3,400 億円の予算を

計上し、３年産の水田フル活用に必要な施策を盛り込んだ。具体的には、輸出等の新市場

の開拓や、近年、需要が高まりつつある国産麦・大豆、加工・業務用野菜等の高収益作物、

加工用米の生産拡大などを支援することとしている。 

野上農林水産大臣は、３年度予算が閣議決定された２年 12 月 21 日、農林水産大臣談話

を発表し、「これが実現できなければ、需給と価格の安定が崩れ、危機的な状況に陥りかね」

ない、「まさに正念場を迎えている」とした。 

一方、道府県の農業再生協議会などが示した「生産の目安」の合計は、２年産が作況 100

だった場合の生産量と比べ 17 万トン減にとどまり、農林水産省が需給均衡に必要だとし

ている削減量 36 万トンとは乖離が生じており、現状のままでは需給改善は難しいと報じ

られている16。今後の作付動向を注視する必要がある。 

また、今後も人口減少等により、国内需要の減退が続き、需要量の増加は見通せない状

況であることから、引き続き新規需要の拡大や、高収益作物への転換を図っていくことが

重要である。さらに、一人当たりの米の年間消費量は、ピーク時の２分の１を下回る水準

まで減少している17。主食用米自体の消費拡大も欠かせない。 

 

４．企業の農業参入に関する議論 

（１）農地所有適格法人の要件の見直し 

農業経営の法人化の推進は、農政改革の大きな柱となっており、政府は「日本再興戦略」

（平成 25 年６月閣議決定）等において経営能力に優れ、永続的に経営が可能な法人経営体

数を５万法人とすることを目標として掲げた。 

また、基本計画は、「農業経営の法人化には、経営管理の高度化や安定的な雇用の確保、

円滑な経営継承、雇用による就農機会の拡大など経営発展の効果が期待される。このため、

（中略）農業経営の法人化を加速化する」、「企業の農業参入は、（中略）農地中間管理機構

を中心としてリース方式による企業の参入を促進する」としている。 

法人経営体数は増加傾向にある。令和２年農林業センサスでは、個人経営体が 103.7 万

経営体で前回（平成 27 年）比 22.6％減少している一方、法人経営体は、3.1 万経営体で前

回比 13.0％増加している。 

一般的に、企業は、個人経営に比べて資本力が強く、農地等の条件さえ整えば大規模経

営を行うことが比較的容易である反面、採算が合わなければ地域の農業事情等を参酌する

ことなくすぐに撤退する可能性が高いことが懸念されている。 

このため、農地の所有権を取得することができる法人は、農地所有適格法人に限られて

おり、①法人形態要件、②事業要件、③議決権要件、④役員要件の全てを満たす必要があ

る（図表３）。 

 
16 『日本農業新聞』（令 2.12.29） 
17 米の一人当たりの年間消費量は、昭和 37 年度の 118kg をピークに減少が続いている。平成 30 年度にはピー

ク時の２分の１を下回る 53.5kg となっている。 
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一般法人のリース方式による農業参入は、平成 21 年の農地法改正により全面自由化さ

れた。これは、農地が耕作放棄をされた場合においても、リース契約であれば契約を解除

して原状回復を図ることができるためなどと説明されている。 

一般法人のリース方式による農業参入の状況を見ると、全面自由化前の約５倍のペース

で増加し、30 年 12 月末時点において 3,286 法人が参入している。一般法人の業種を見る

と、食品関連産業、建設業など農外企業による参入が主となっている。 

令和２年７月、政府の規制改革推進会議が取りまとめた「規制改革推進に関する答申」

は、農業者の資金調達に関し、農地所有適格法人は、株式会社のうち会社法上の公開会社

は農地を所有することが認められておらず（法人形態要件）、総議決権の過半を農業関係者

が保有しなければならない（議決権要件）などの要件が規定されており、農地を所有でき

る法人への出資に制限があるとした上で、意欲的な若者による農業ベンチャー等の起業や、

事業の拡大を企図する農業者による資金調達手段の柔軟な選択を阻害しないよう、農地法

を含む現行制度の検証を行った上で対応策の検討が必要であるとした。これを受けて同月

閣議決定された「規制改革実施計画」は、農業法人が円滑に資金調達を行い、農業経営を

発展させていくための方策について更に検討を進め、２年度中に結論を得るとしている。 

10 月７日に開催された「規制改革推進会議議長・座長会合」終了後の記者会見で小林喜

光議長は、農業の分野において、資本の充実、特に輸出ビジネスを行う場合に重要となる

資金調達の円滑化をどう図っていくかが当面の中心課題と考える旨発言した。 

農業関係者以外の議決権が２分の１を超えると生産者が企業等の出資者に支配される、

外資に日本の農業生産を乗っ取られる可能性も否定できない、農業者の資金調達の円滑化

（出所）農林水産省資料より作成 

農地法

法人形態
要件

事業
要件

議決権
要件

・ 役員の過半が農業の常時従事者(原則年間
150日以上)であり､構成員(株式会社は株主)で
あること

・ 役員又は重要な使用人の1人以上が法人の行
う事業に必要な農作業に従事(原則年間60日
以上)すること

・

・

・

・ 農地を適正に利用していない場合には賃貸借
の解除をする旨の契約が､書面で締結されて
いること

・ 農地を適正に利用していない場合には所有権
を地方公共団体に移転する旨の契約が､書面
で締結されていること

・ 地域の農業者との適切な役割分担の下に継
続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれ
ること

・ 地域の農業における他の農業者との適切な役
割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営
を行うと見込まれること

農
地
利
用
及
び
契
約
の
要
件

その他
要件

基本的
要件

取得できる権利

制限なし

制限なし

制限なし

法
人
要
件

農地の全てを効率的に使用すること
機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること
一定の面積を経営すること
農地取得後の農地面積の合計が原則50a(北海道は2ha)以上であること　(※地域の実情に応じ
て､農業委員会が引下げ可能)
周辺の農地利用に支障がない
水利調整に参加しない､無農薬栽培の実施地域で農薬を使用する等の行為をしないこと

制限なし

制限なし

農業関係者(※)が総議決権の過半を占めること
※法人の行う農業に常時従事する個人や法人
　に農地の権利を提供した個人等

農地取得後､売上高の過半が農業(販売･加工等
を含む)

国家戦略特区法(法人農地取得事業)

一般法人(所有方式)

所有権

役員又は重要な使用人の1人以上が農業の常時
従事者であること

役員
要件

役員又は重要な使用人の1人以上が法人の行う
事業に必要な農作業に従事(原則年間60日以上)
すること

制限なし

一般法人(リース方式)

賃借権等

農地所有適格法人

株式会社(公開会社でないもの)､
持分会社、農事組合法人

所有権､賃借権等

図表３ 企業の農業参入の要件 
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が目的ならば議決権のない出資という方法もあるとの指摘もある18。 

２年度中に結論を得る方針が示されているが、議論の方向を注視する必要がある。 

 

（２）国家戦略特区の法人農地取得事業の全国展開 

農地所有適格法人以外にも、「国家戦略特別区域法」（平成 25 年法律第 107 号）第 18 条

が規定する「法人農地取得事業」として、一定の地域要件19を満たす地方公共団体における

国家戦略特別区域内で、５年間に限り、一般法人が農地を所有できることとなっている（平

成 28 年導入）20。 

同事業においては、地方公共団体は、あらかじめ対象農地を取得し、農地を適正に利用

していないと認めた場合には当該地方公共団体に農地の所有権を移転する旨の契約書を交

わした上で、一般法人に農地の売渡しを行うこととしている。この仕組みは、一般法人が

農地を所有した場合、当該法人が農業から撤退するのではないか、農地であったところを

産業廃棄物置場にするのではないかとの懸念を払拭するため措置されたものである。 

令和元年６月 11 日に開催された「国家戦略特別区域諮問会議」（以下「諮問会議」とい

う。）において、有識者議員から、国家戦略特区の制度趣旨を貫徹するため、一般企業によ

る農地所有を認める特区の全国展開に向けた早急な対応が必要であるとの意見書が提出さ

れ、２年６月 10 日に開催された諮問会議において、規制改革事項として、３年８月に迎え

る特例の期限に間に合うよう、特例の取扱いについて検討を行うことが決まった。 

その後、諮問会議において検討が行われた結果、３年１月 15 日、諮問会議は、①「法人

農地取得事業」については、政府として当該事業に関する特例制度のニーズと問題点の調

査を特区区域以外においても来年度中に実施し、その結果に基づき全国への適用拡大につ

いて調整し、早期に必要な法案の提出を行う、②当該事業に関する特例措置の期限を２年

間延長することとし、そのための規定を盛り込んだ国家戦略特区法改正案の早期の国会へ

の提出を行う―ことを決定した。 

同日の諮問会議に、有識者議員から意見が提出され、①国家戦略特区は、特段の問題が

なければ全国展開が原則、②全国展開に先立ち、「調査」を改めて行うことになれば、特区

制度の否定に等しく、「調査」はあくまでも例外で今後の前例とはならないことを明確にす

べき、③全ての特例措置の迅速な全国展開に取り組むべき―等の見解を示した。また、企

業の農地所有について、問題の本質は、農業を強化し、若者たちの参画を得るため、企業

の協力が不可欠なことであるとした上で、本来、農水省や関係者は、特区での成功を踏ま

え、自ら積極的に企業の協力を求めるべきだが、いまだそうした姿勢に見えないことは大

変残念として、今後の調査検討に際しては、できるだけ全国展開を避けるためにニーズ調

査を行うのでなく、積極的に実現に向けて検討・調整を行うべきであるとした。 

 
18 安藤光義東京大学大学院農学生命科学研究科教授のコメント（『日本農業新聞』（令 2.10.9）） 
19 区域計画の認定に当たっては、①農業の担い手が著しく不足していること、②その効率的な利用を図る必要

がある農地等の面積が著しく増加する恐れがあること等が、地域要件として設定されている。 
20 平成 28 年 11 月、兵庫県養父市の国家戦略特別区域（平成 26 年５月区域指定）において法人農地取得事業

を行う旨の内容の区域計画が認定された。同特区において、令和２年８月時点で６社が農地（面積計 1.64ha）

を所有している。 
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坂本内閣府特命担当大臣（地方創生）は、「調査」について、今回の決定文書は全国展開

を前提にしたものではないとして、あくまでもニーズと問題点の調査を実施し、その結果

に基づいて調整をすることを決定したものである旨の発言をしている。 

また、野上農林水産大臣も、来年度中に実施する「調査」は全国展開を前提にするもの

ではなく、あくまで特例制度のニーズと問題点の調査を実施し、その結果に基づいて調整

をするということである旨発言している21。 

このような動きに対し、「所有した面積はわずかで、最初からほとんど変わっておらず、

特例期限の延長の議論はやめたほうがいいのではないか。効果がないからだ。」との指摘も

ある22。 

第 204 回国会には、「法人農地取得事業」の期限延長を含む国家戦略特別区域法改正案の

提出が予定されている。 

 

５．農協系統をめぐる状況 

（１）准組合員の事業利用規制 

 農業協同組合（農協）は、「農業協同組合法」（昭和 22 年法律第 132 号。以下「農協法」

という。）に基づき、農業者等により自主的に設立される相互扶助組織である。 

組合員資格を有する者は、農業者、地域住民、農協の事業利用者等であり、具体的な要

件は各組合の定款で定められる。組合員のうち、農業者以外は、議決権及び選挙権を有し

ない「准組合員」となる。農協の事業運営は、「正組合員」である農業者の意思決定により

行われている。 

組合員数の動向は、正組合員数が減少傾向にある一方で、准組合員数が増加傾向にあり、

平成 21 年度に准組合員数が正組合員数を上回って以後、その状況が続いている。 

26 年６月に閣議決定された「規制改革実施計画」に基づき、政府は５年間の「農協改革

集中推進期間」を設定し農協に対して自己改革を促してきたが、その期間は令和元年５月

をもって終了した23。 

農協改革の一環として行われた平成 27 年の農協法改正24は、附則第 51 条（施行５年後

見直し条項）において、准組合員の事業利用規制の在り方について、施行日から５年間、

准組合員等の事業利用状況や改革の実施状況について調査を行い、検討を加えて、結論を

得る旨規定している。 

令和２年７月に閣議決定された「規制改革実施計画」は、上記の見直し条項に基づき、

３年４月を目途に、農協の自己改革の中で准組合員の意思を経営に反映させる方策につい

て検討を行い、必要に応じて措置を講ずることを求めた。 

農林水産省は、信用事業、共済事業、購買事業における正組合員、准組合員、員外者（組

 
21 野上農林水産大臣記者会見概要（令和３年１月 19 日） 
22 『日本農業新聞』（令 2.10.9） 
23 「農協改革集中推進期間」は令和元年５月をもって終了したが、ＪＡグループは引き続き自己改革に取り組

む方針を示している。また、農林水産省は、引き続き、自己改革の取組を促進するとしている。 
24 「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律」（平成 27 年法律第 63 号） 
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合員以外の者）の別に利用実態を調査している25。第２回調査結果を見ると、信用事業（貯

金額）、共済事業、購買事業について、いずれも正組合員の方が准組合員よりも利用割合が

高い結果となった。一方、信用事業（貸出金額）は、准組合員が正組合員を上回っていた。 

准組合員の事業利用規制の在り方の検討について、野上農林水産大臣は、「信用事業を始

めとした農協の経営環境は厳しさを増している。経済事業の収益力向上などによる経営の

持続性確保が課題となってくる」旨の認識を示した上で、「ＪＡグループや規制改革推進会

議等とも議論をしつつ、検討を進めていきたい」と述べている26。 

准組合員の事業利用規制の在り方についての今後の議論を注視していく必要がある。 

 

（２）貯金保険法の改正 

農林中央金庫は、市町村段階の農協等と都道府県段階の信用農業協同組合連合会（以下

「信連」という。）などを会員（出資団体）とする協同組織の全国金融機関であり、「農林

中央金庫法」（平成 13 年法律第 93 号）により、会員のために金融の円滑を図ることにより

農林水産業の発展に寄与し、国民経済の発展に資するという社会的役割を担っている27。 

農協系統においては、農協、信連、農林中央金庫が、実質的に一つの金融機関として機

能するグループとして「ＪＡバンク」を構成している28。 

ＪＡバンクシステムにおいて、農協が組合員等から預かった貯金は、組合員や地域住民、

企業、地方公共団体などに融資され、余裕資金が信連に預けられる。これらの資金は、信

連により農業団体、農業に関連する企業、地方公共団体などに融資され、余裕資金が農林

中央金庫へ預けられる29。農林中央金庫は、農協系統信用事業の全国機関として、このよう

にして預けられた資金を集中運用している。 

農林中央金庫は、農林漁業者や食品産業を始めとする農林水産業に関連する企業等へ貸

出を行っている。また、貸出金以外の資金運用については、国内外の有価証券や預け金等

により運用されており、令和元年度末の市場運用資産の残高は約 62 兆円となっている。農

林中央金庫は、その資金規模、業務内容等から国際的にも重要な金融機関として位置付け

られている。 

国際取引を行う大規模金融機関については、金融安定理事会（ＦＳＢ）において、金融

システムの安定に係る国際金融ルールを整備している。その中で、①ＦＳＢが世界的な金

融システムの安定を図る上で欠かせないと認められる金融機関を国際的な金融システム上

重要な銀行（Ｇ-ＳＩＢ）30として選定、②各国政府は、世界的な金融システムの著しい混

 
25 平成 30 年に第１回調査、平成 31 年・令和元年に第２回調査を実施し、結果を公表した。令和２年に第３回

調査を行っているところである。 
26 野上農林水産大臣記者会見概要（令和２年９月 17 日） 
27 農林中央金庫に関する記述は、「農林中央金庫ディスクロージャー誌（2020 年度版）」等を参照している。 
28 ＪＡバンクの会員数は、令和２年４月１日現在、農協 585、信連 32、農林中央金庫の計 618 となっている。

漁協系統についても同様にＪＦマリンバンクシステムが構築されている。会員数は、令和２年４月１日現在、

信用事業実施漁協 75、信漁連 28（広域信漁連を含む。）、農林中央金庫の計 104 となっている。 
29 令和元年度末の預金残高は 65 兆 6,560 億円となっている。 
30 Global-Systemically Important Bank。現在 30 機関が選定されており、日本の金融機関では、三菱ＵＦＪ

ＦＧ、みずほＦＧ、三井住友ＦＧが選定されている。 
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乱が生ずる恐れがある場合に金融機関の「秩序ある処理」を行える仕組みを整備―との内

容をルール化している。 

農林中央金庫は、Ｇ-ＳＩＢに選定される蓋然性が高まっているとされ、「秩序ある処理」

を行える仕組みを整備する必要性が生じている。 

そこで、金融システムの著しい混乱が生ずる恐れがあると認められる場合における農林

中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置として、農水産業協同組合貯金保険

機構31による同金庫に対する業務遂行の監視、資金の貸付け及び優先出資の引受け等の措

置を講ずるため、第 204 回国会に「農水産業協同組合貯金保険法」（昭和 48 年法律第 53

号）の改正法案の提出が予定されている32。 

 

６．畜産の振興 

畜産・酪農は、産出額が３兆 2,129 億円（平成 30 年）であり、我が国の農業総産出額全

体の 36％を占め、農業最大の部門となっている。 

また、畜産物は重要な輸出品目として位置付けられており、特に牛肉については、和牛

として世界で認められており、人気が高いことから、更なる輸出拡大の主翼を担う分野と

考えられている。 

こうした状況を踏まえ、農林水産省は、令和３年度の組織改正により、畜産分野につい

て、新たな市場環境に適応した生産基盤の強化等を推進する「畜産局（仮称）」を設置する

こととしている。 

一方、畜産経営をめぐる状況を見ると、担い手の減少を大規模化で補っているが、生産

基盤の確立は大きな課題となっている。 

特に酪農は、生産者の離農、都府県での飼養頭数の減少、生乳生産量の低下、後継者不

足など非常に厳しい状況にあり、生産基盤の強化が必要とされており、酪農経営の生産性

向上と労働負担軽減を進めている。 

こうした課題を踏まえつつ、畜産の成長産業化を図っていく上で、コストの削減を図っ

ていくことが重要になっている。 

畜舎等（飼養施設、搾乳施設、堆肥舎）は、建築基準に適合することが求められている

が、一般住宅と比べて人の滞在頻度が少ないことや、市街地から離れて建設されているこ

と等を踏まえ、防火、構造等に関して基準が緩和されている。しかし、畜舎等の建設費の

低減が課題となっており、更なる緩和が求められている。 

令和元年６月に閣議決定された「規制改革実施計画」において、畜舎等を建築基準法の

適用の対象から除外する特別法についての検討が求められたことを受けて、農林水産省が

設置した「新たな畜舎建築基準等のあり方に関する検討委員会」は、２年５月に「中間取

 
31 農水産業協同組合貯金保険制度（農協等に万一経営破綻が生じた場合、貯金者等を保護し、また資金決済の

確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度）の運営主体であり、政府、日本

銀行、農林中央金庫、信連等の出資により昭和 48 年９月に設立された認可法人である。 
32 平成 25 年に成立した「金融商品取引法等の一部を改正する法律」（平成 25 年法律第 45 号）により「預金保

険法」（昭和 46 年法律第 34 号）が改正され、預金保険制度においては金融機関の「秩序ある処理」を行う仕

組みが整備されているが、農林中央金庫はその対象となっていない。 
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りまとめ」を公表した。これを受けて、７月に閣議決定された「規制改革実施計画」にお

いて、３年上期に所要の法律案を整備することとされた。 

農林水産省は、２年 11 月 11 日に開催された規制改革推進会議農林水産ワーキング・グ

ループにおいて法案の検討状況を説明している。その基本的考え方について、①新制度は、

畜産農家が新しい制度による基準か、建築基準法に基づく従来の基準かのいずれかを選択、

②畜舎の利用上の基準であるソフト基準と構造に関するハード基準のセットで安全性を担

保し、ハード基準を建築基準法の基準よりも緩和するとしている。また、規制緩和に伴い

コストが削減されて、その資金を利用して省力化機械を導入することにより、北海道で年

間 7,300 万円、都府県で 1,800 万円程度のコスト削減効果を最大で見込んでいるとしてい

る。 

第 204 回国会に、「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案（仮称）」の提出が予

定されている（図表４）。 

国内での豚熱（ＣＳＦ）の発生・蔓延やアフリカ豚熱（ＡＳＦ）のアジア地域における

発生の拡大等を踏まえ、家畜防疫（国内防疫・動物検疫）体制の充実が求められたことか

ら、令和２年の第 201 回国会において「家畜伝染病予防法」（昭和 26 年法律第 166 号）が衆

法及び閣法により改正された（それぞれ一部規定を除いて２月５日、７月１日に施行）33。 

いまだに豚熱（ＣＳＦ）の発生は収束しておらず、また、２年 11 月、香川県において今

 
33 改正内容については、原直毅「家畜伝染病予防法の改正－豚熱及びアフリカ豚熱対策の強化－」『立法と調

査』第 427 号（令 2.9.11）を参照のこと。 

図表４ 新たな畜舎等の建築基準 

（出所）農林水産省「農林水産政策の新たな展開方向」（令和２年 12 月 15 日） 
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シーズン初の発生が確認された高病原性鳥インフルエンザについては、その感染事例の発

生が続いている。これまで 17 県で 41 事例の発生が確認されており、62 農場、１施設、約

711 万羽が防疫措置の対象となっている。 

家畜伝染病は畜産経営への影響が極めて大きく、その発生及び蔓延の防止は重要である。

野上農林水産大臣は、これらの家畜伝染病に対しては、発生防止・蔓延予防のため、都道

府県や関係省庁と一体となって取り組むとともに、改正家畜伝染病予防法を適切に執行し、

対応していくとしている34。今後の動向が注視される。 

 

７．森林・林業分野の課題 

（１）森林・林業基本計画の改訂 

「森林・林業基本計画」（以下本項において「基本計画」という。）は、「森林・林業基本

法」（昭和 39 年法律第 161 号）に基づき、森林及び林業に関する施策の総合的かつ計画的

な推進を図るために策定される森林・林業施策の今後の展開方向を示す基本的な指針であ

り、森林・林業をめぐる情勢の変化等を踏まえ、おおむね５年ごとに変更することとされ

ている。 

現行基本計画は平成 28 年５月に閣議決定されており、令和３年で５年を経過すること

から、２年 10 月 12 日、農林水産大臣から、基本計画の変更について諮問が行われた。現

在、林政審議会で議論が進められている。 

なお、今回の変更に向けた検討に当たって、国民、地域の事業者等から意見を広く聴い

て、林政審議会における議論に活用するとの考えに立って、同審議会における審議に先立

ち、初めての試みとなる事前の意見募集が行われた。 

基本計画は、森林・林業基本法の規定に基づいて、①森林の有する多面的機能の発揮に

関する目標、②林産物の供給及び利用に関する目標―の二つの目標を掲げている。 

「森林の有する多面的機能の発揮に関する目標」においては、期待する機能の発揮に向

けて、森林を①育成単層林、②育成複層林、③天然生林の三つに区分し、将来の指向する

状態を想定した上で、その過程として、５年後（令和２年）、10 年後（令和７年）、20 年後

（令和 17 年）の目標値が掲げられている35。 

「林産物の供給及び利用に関する目標」は、輸入材を含めた木材の総需要量の見通しを

示しつつ、５年後、10 年後の国産材の供給量及び用途別の利用量を目標として掲げている。 

森林・林業の状況を見ると、我が国の人工林は、50 年生を超える人工林が半数を占め、

本格的な利用期を迎えている。近年の国産材の需要も反映し、主伐面積が増大しているが、

その一方で、伐採後の植栽面積は３割程度にとどまっている。特に、伐採を行いやすい森

林に皆伐が偏る傾向が見られ、林業に適した場所であっても、天然更新が選択され、再造

林が行われない森林も多く存在する状況にある36。 

また、木材の総需要量は、２年の見通し 7,900 万㎥を上回るペースで推移し、元年実績

 
34 野上農林水産大臣年頭所感（令和３年１月） 
35 同目標は、現況が育成単層林となっている森林のうち、林業に適した森林は育成単層林として維持し、それ

以外の森林は、育成複層林化を図るという考え方を基本としている。 
36 ８万ヘクタール程度の主伐面積に対して、人工造林面積は３万ヘクタール程度となっている。 
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で8,200万㎥まで増加している。これに対して国産材の利用量は元年実績で3,100万㎥と、

２年の目標、3,200 万㎥に対して順調に推移している。 

こうした状況を踏まえ、基本計画の改訂に関する主な論点として、再造林の推進など森

林資源の適正な管理、持続的な林業・木材産業の実現、都市等における木材利用の促進な

ど木材需要の拡大等が想定されている。 

 

（２）間伐等特措法の改正 

令和２（2020）年以降の地球温暖化対策の国際的な枠組みであるパリ協定37に基づいて、

我が国は令和 12（2030）年度の温室効果ガスの排出削減目標を平成 25（2013）年度比で

26％削減し、うち２％分を森林吸収量で確保していくこととしている。また、パリ協定を

受けて策定された「地球温暖化対策計画」（平成 28 年５月閣議決定）において、長期的な

目標として、2050 年までに 80％の排出削減を目指すことが示されている。 

森林吸収源対策として、間伐等特措法38等に基づく措置により、間伐が推進されてきた

が、間伐等特措法による間伐等への支援措置は令和２年度までとなっている。パリ協定の

下においても、年平均 45 万ヘクタールの間伐を実施する必要があることから、間伐等特措

法の３年度以降の取扱いについて検討が進められ、林野庁は、①現行法による支援措置の

延長、②再造林を促進する措置の創設―の対応方針を示している（図表５）。 

②に関しては、若齢林はＣＯ２の吸収効果が高いことから、将来的なＣＯ２吸収量確保の

 
37 2015 年にフランスのパリで開催されたＣＯＰ21 において、2020 年以降の気候変動対策について、先進国、

開発途上国を問わず全ての締約国が参加する公平かつ実効的な法的枠組みとして採択された。 
38 「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」（平成 20 年法律第 32 号） 

（出所）農林水産省「農林水産政策の新たな展開方向」（令和２年 12 月 15 日） 

図表５ 森林吸収源対策の継続・強化に向けた間伐等特措法の対応方針
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ためにも、エリートツリー39を活用した再造林を促進し、ＣＯ２をより多く吸収する森林に

若返らせることが重要とされる。 

現在、再造林が進んでいない状況にあるが、その要因として、主伐時の立木販売収入だ

けでは再造林経費が捻出できない状況が挙げられている。そこで、成長に優れたエリート

ツリー等の活用により、下刈り回数の削減等の再造林、保育の低コスト化、省力化につな

がることも期待される。 

 

８．「みどりの食料システム戦略」の策定に向けた検討 

菅総理は、第 203 回国会の所信表明演説において、「2050 年までに、温室効果ガスの排

出を全体としてゼロにする、すなわち 2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を

目指す」ことを表明した40。 

また、創造プランは、2050 年カーボンニュートラルの実現や国際的なルールメイキング

への積極的関与も含めた「みどりの食料システム戦略」（食料・農林水産業の生産力向上と

持続性の両立をイノベーションで実現）を令和３年５月までに策定し、実践することによ

り、農林水産政策の新展開に取り組んでいくこととした。 

これを受けて農林水産省は、２年 12 月に「みどりの食料システム戦略本部」を設置し、

「みどりの食料システム戦略」の策定に向けた検討を進めている。 

同戦略を策定する趣旨として戦略本部は、諸外国においてＥＵの「ファーム to フォーク

戦略」41など環境や健康に関する戦略を策定し、国際ルールに反映させる動きが見られるな

ど、今後、このようなＳＤＧｓや環境を重視する国内外の動きが加速していくと見込まれ

る中、我が国として持続可能な食料供給システムを構築し、国内外を主導していくことが

急務であり、我が国の食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで

実現させるための新たな戦略を策定・推進するものであるとしている。 

同戦略策定により 2050 年までに目指す姿として、①農林水産業のＣＯ２ゼロエミッショ

ン化の実現、②低リスク農薬への転換、総合的な病害虫管理体系の確立・普及に加え、ネ

オニコチノイド系を含む従来の殺虫剤に代わる新規農薬等の開発による化学農薬使用量の

削減、③輸入原料や化石燃料を原料とした化学肥料の使用量の削減、④有機農業の面積の

拡大、⑤食品製造業の労働生産性の向上、⑥持続可能性に配慮した輸入原材料調達を実現

―が示されている。検討の行方を注視する必要がある。 

 

（にしむら たかとし） 

 
39 林野庁は、エリートツリーに関し、①成長が在来種の 1.5 倍以上、②木材としての通直性、剛性等が在来種

の平均以上、③花粉の着花量が在来種の２分の１以下―といった条件を満たすものを特定母樹として指定し

て増殖を進めている。現在 376 品種が指定されており、この母樹から種や穂を採る採種園、採穂園の造成も

進めている。 
40 第 203 回国会参議院本会議録第１号４頁（令 2.10.26） 
41 欧州委員会は、2020 年５月に「ファーム to フォーク戦略」を公表し、欧州の持続可能な食料システムへの

包括的なアプローチを示している。今後、二国間貿易協定にサステナブル条項を入れる等、国際交渉を通じ

てＥＵフードシステムをグローバル･スタンダードとすることを目指している。また、同戦略では、数値目標

（目標年：2030 年）を設定している。（農林水産省「「みどりの食料システム戦略」の検討状況と策定に当たっ

ての考え方」（令和３年２月）） 


